
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
可燃性溶媒中の組成物（４）を供給する工程、
処理されるチャンバに上記組成物（４）を拡散する工程を含み、
上記拡散する工程が、多孔質セラミック材料からなる触媒燃焼バーナー（６）を用いて行
われ、
上記バーナー（６）は、上端を含む上部（６ｂ）および底部端（６ｃ）を含む底部（６ａ
）を備え、
上記底部（６ａ）は、上記バーナー（６）に組成物（４）を供給するために、上記組成物
（４）に浸る芯（８）を受け入れるための実質的に軸方向の空洞（１２）を備え、
上記空洞（１２）は、上記バーナー（６）の上記底部端（６ｃ）で開口しており、上記バ
ーナー（６）の軸方向の大きさの大部分にわたって軸方向に延びているとともに、上記バ
ーナー（６）の上記上端から壁によって分離されており、
上記上端（６ｂ）は、触媒を支持する環状周辺領域（１４）を有し、上記環状周辺領域（
１４）は、蒸発領域を形成する無触媒の中央領域（１６）を取り囲んで

【請求項２】
ペルメトリンを約０．０５重量％から０．５重量％の範囲内にある濃度、そしてテトラメ
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いる、
昆虫および寄生虫を駆除するための方法であって、
上記組成物（４）が、ペルメトリンおよびテトラメトリンを含み、
上記方法がダニを駆除するために行われることを特徴とする方法。



トリンを約０．０５重量％から０．５重量％の範囲内にある濃度で使用することを特徴と
する請求項１記載の方法。
【請求項３】
ペルメトリンおよびテトラメトリンの同一の濃度を使用することを特徴とする請求項１ま
たは２記載の方法。
【請求項４】
ペルメトリンとテトラメトリンとの全濃度が、約０．１５重量％から０．８重量％の範囲
内にあることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
８日間のチャンバの効果的な処理のために、ペルメトリンとテトラメトリンとを足した総
量を、０．５ｍｇ／ｍ 3  から３ｍｇ／ｍ 3  の範囲内で拡散することを特徴とする請求項１
～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
ペルメトリンの活性化剤を上記組成物に添加することを特徴とする請求項１～５のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項７】
上記溶媒は可燃性であることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
昆虫および寄生虫、並びに特にダニを駆除するための請求項１～７のいずれか１項に記載
の方法を実施する触媒燃焼フラスコ（２）の使用であって、
上記フラスコ（２）は、可燃性組成物（４）が入るように、そしてその首（１０）に固定
されたカラー（３４）上に、触媒燃焼バーナー（６）を受け入れるように適合されており
、
上記バーナー（６）は、下方に開口があり、上記組成物（４）に浸す芯（８）を受け入れ
る実質的に軸方向の空洞（１２）を備え、
上記バーナー（６）は、必要に応じて、上記バーナー（６）の上面（２４）から延び、そ
して無触媒でありそして蒸発領域を形成する中央領域（１６）から触媒を保つ環状周辺領
域（１４）を分離する実質的に軸方向の環状溝（２２）、および／または大気と連通する
芯（８）を受け入れる空洞（１２）の上部（２０）を押すためのチャネル（１８）を備え
る。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、特に昆虫および寄生虫、ならびにアレルギーを引き起こす生物、具体的にはダ
ニ（ａｃａｒｉｄ）または「ダニ（ｍｉｔｅ）」のような環境における特定の病原性因子
を駆除する方法に関し、ペルメトリンおよびテトラメトリンを含む殺ダニ組成物を拡散す
る方法、ならびにその方法を実施するための触媒燃焼フラスコの使用に関する。
【０００２】
【従来の技術】
以下により具体的に記載される先行技術は、ダニを駆除することを意図するが、この記述
が環境中の多くの昆虫および寄生虫を最も駆除する方法に一般に置き換えることができる
ことが理解されるべきである。
【０００３】
ピレトリノイド（ｐｙｒｅｔｈｒｉｎｏｉｄ）のようなピレトラム（ｐｙｒｅｔｈｒｕｍ
）　から誘導された生成物は、例えば昆虫および寄生虫のような冷血生物に対して高い毒
性がある物質からなることが知られているが、ヒトおよび他の温血動物に対しては毒性が
低い。
【０００４】
組成物は、溶媒中のピレトリノイド類の化合物からなることが知られており、使用される
共通のピレトリノイドはペルメトリンであり、この組成式は、Ｃ２ １ Ｈ２ ０ Ｃｌ２ Ｏ３ 　
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である；これらの組成物は、一般的にはピペロニルブトキシド（ＰＢＯ）のような活性化
剤（または「相乗剤」）により活性化されている（または「相乗化」させるという）。
【０００５】
現在、多数の方法が、ダニを駆除するために使用されている。
【０００６】
従って、カーペット洗浄シャンプーおよび／または抗ダニペイントが上記組成物を含んで
使用されている。
【０００７】
研究では、シャンプーが適用される場合、注意深くブラッシングしても、多少のダニを撲
滅するだけであることを示している。さらに、これらの方法は、部屋全体を処理すること
ができない。
【０００８】
これらの処理に加えて部屋のダニの撲滅を向上させるために、ペルメトリンおよびＰＢＯ
をベースとする組成物をスプレーかまたエーロゾルによって拡散することができる。
【０００９】
スプレーまたはエーロゾルを使用してダニによって汚染された表面の局所処理に適用する
ことができるが、決してそれが部屋に存在する全てのダニを根絶させるのに効果的な手段
を構成するわけではない。
【００１０】
最適な試みのもとで、使用者が表面全体に徹底的に本発明の組成物をスプレーした場合で
さえ、それにもかかわらず、表面にはいないが、マットレス、カーペット等…の特定のも
のの内部に無視できないわずかなダニが残り、上記接触処理操作によって撲滅することが
できないこれらのダニは、再び発生し、繁殖するであろう。
【００１１】
現在、住宅の部屋、マットレス、カーペット等…のような特定のものの表面および内部の
両方に存在するダニを駆除するための多くの適切な処理は、１回放出エーロゾルを使用す
ることである。
【００１２】
そのタイプのエーロゾルは、処理されるべき部屋の体積の関数として計算され、そして１
回の処理においてできるだけダニの割合を低くするように設定されている。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
それにもかかわらず、たった一回の使用のために多大な不利益を被る。缶を空けた後、缶
はダニに対して活性であるそれらの組成物、すなわち殺ダニ組成物を、完全にからになる
まで拡散する。
【００１４】
従って、家に対して効果的な処理を達成するために、例えば、家の部屋と同じ数の１回放
出エーロゾルを購入する必要があり、そしてそのときでさえ、共通の部分を処理する問題
が残る。
【００１５】
そのような１回放出エーロゾルはまた、処理操作が終了した後、処理をした部屋に数時間
入ることができない大きな不利益が存在する。なぜなら、攻撃性および刺激性の、または
毒性の活性物質がそのような部屋の空気中で得られる濃度で存在するからである。
【００１６】
さらに、殺ダニ組成物を使用するための上記の全ての方法は、比較的高価な活性物質のペ
ルメトリンの１重量％から３重量％の範囲内にある濃度を使用する組成物を必要とする。
【００１７】
さらに、ペルメトリンを活性化するためにＰＢＯの３倍の重量を使用することが一般的に
実行され、それによってそのような組成物のコストおよび関連する拡散機器のコストが増
加する。
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【００１８】
加えて、公知の方法は、シャンプーを適用した場合の直後か、またはその他のスプレーま
たはエーロゾルを使用した場合の、より大きいあるいはより小さい遅延の後かに、直接接
触する液体状態の活性物質によって作用する方法であり、そして１回放出スプレーまたは
エーロゾルであるかどうかにかかわらない。これらの方法は、表面に素早く落ちる大きさ
の液滴を放出するか、またはその他の長時間懸濁状態のままであるより細かい液滴によっ
て構成されるミストを放出するかの何れかであるが、それにもかかわらず数時間未満内に
露出している表面に落ちる。
【００１９】
本発明は、上記問題点に鑑みなされたものであり、その目的は、昆虫および寄生虫、なら
びに特にダニを駆除する方法であって、溶媒中のペルメトリンを含む殺ダニ組成物を拡散
する工程を含む方法を提供することにある。
【００２０】
【課題を解決するための手段】
本発明の昆虫および寄生虫、ならびに特にダニを駆除するための方法は、上記の課題を解
決するために、溶媒中のペルメトリンを含む組成物を拡散する工程を含み、上記方法は、
溶媒中のペルメトリンおよびテトラメトリンからなり、そして上記溶媒が完全にガス状態
になる様式で拡散される組成物を、処理されるチャンバに拡散することを特徴としている
。
【００２１】
上記の構成によれば、上記の方法は、溶媒中のペルメトリンおよびテトラメトリンを含む
組成物を、そのような溶媒が完全にガス状態になる様式で、処理されるチャンバに拡散す
る方法である。
【００２２】
そのため、殺ダニ作用を有する分子は、処理される体積にわたって均一に分布され、そし
て小さな隅や裂け目に入り込み、ダニのコロニーを含む全ての領域に作用する。
【００２３】
上記の方法は、使用することが簡単であり、そしてあまり制限的ではない。特に、使用者
は、処理操作を行うのと同時に、部屋に行ったり来たりすることができ、部屋の家具を自
由に使用することができる。
【００２４】
さらに、拡散方法に関連する殺ダニ組成物は、可能である体積で実際に効果的であり、そ
れらの内容は、現在の組成物の濃度より十分低い重量濃度を有する殺ダニ組成物によって
完全に処理される。
【００２５】
この効果は、体積の治療処理、すなわち、すでにあるダニのコロニーを撲滅するだけでな
く、そのような体積の予防処理に適用され、繁殖可能な成体までダニの成長を制限するこ
とおよび外部から処理された体積に再導入され得るダニ（外部からの再汚染）を撲滅する
ことの両方に役立つ。
【００２６】
従って、本発明は、少量の活性物質を使用すること、および殺ダニ組成物と殺ダニ組成物
の拡散方法との間の驚くべき相乗効果によって使用者の健康に危険がなく殺ダニ組成物を
拡散することの２つの利点が存在する。
【００２７】
使用される活性物質が少量であるために達成される安全性は、さらに比較的速く作用する
上記の方法により向上される。
【００２８】
本発明の昆虫および寄生虫、ならびに特にダニを駆除するための方法は、上記の構成に加
えて、ペルメトリンを約０．０５重量％から０．５重量％の範囲内にある濃度で使用し、
そしてテトラメトリンを約０．０５重量％から０．５重量％の範囲内にある濃度で使用す
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ることが好ましい。
【００２９】
さらに、上記の方法は、上記の構成に加えて、ペルメトリンおよびテトラメトリンの同一
の濃度を使用することが好ましい。
【００３０】
上記の構成によれば、ピレトリノイドの量は、公知の拡散方法で一般的に使用される量よ
り十分少ない。
【００３１】
また、使用者に対するわずかな二次効果しか引き起こさず、そして公知の方法よりも十分
低い毒性しか存在しない。
【００３２】
さらに、上記の方法は、上記の構成に加えて、ペルメトリンとテトラメトリンとを足した
全濃度が、約０．１５重量％から０．８重量％の範囲内にあることが好ましい。
【００３３】
上記の構成によれば、使用されるピレトリノイドの総量は、先行技術より十分低く、そし
て実際の効果を、１／５に減らした重量濃度で達成することができる。
【００３４】
さらに、上記の方法は、上記の構成に加えて、８日間のチャンバの効果的な処理のために
、ペルメトリンとテトラメトリンとの総量を、０．５ｍｇ／ｍ３ 　 から３ｍｇ／ｍ３ 　 の
範囲内で拡散することが好ましい。
【００３５】
上記の構成によれば、ペルメトリンおよびテトラメトリンを一緒に非常に低い、ダニを駆
除するために共通に使用される組成物より十分低い重量濃度で拡散するために、残留効果
または予防効果によって測定されるような長時間残留する処理を提供することができる。
【００３６】
本発明の方法は、上記の構成に加えて、活性化剤を上記組成物に添加することが好ましい
。
【００３７】
本発明の方法は、上記の構成に加えて、拡散操作を、加熱しながら溶媒を蒸発させること
によって行うことが好ましい。
【００３８】
本発明の方法は、上記の構成に加えて、上記組成物を触媒燃焼バーナーで拡散し、上記溶
媒は可燃性であることが好ましい。
【００３９】
上記組成物は、触媒燃焼バーナーで触媒燃焼することにより拡散され、触媒燃焼を使用す
ることは、上記組成物についての良好なおよび最適な拡散を達成することができる。
【００４０】
本発明はまた、昆虫および寄生虫、特にダニを駆除するための本発明の方法を実施するた
めの触媒燃焼フラスコの使用を提供し、上記フラスコは可燃性の組成物を入れるように適
合され、その首に固定されたカラー上に触媒燃焼バーナーを受け入れており、上記バーナ
ーは、下方への開口でありそして上記組成物に浸る芯を受け入れる実質的に軸方向の空洞
を備え、該バーナーは必要に応じて該バーナーの上面から延びそして無触媒であり蒸発領
域を形成する中央領域から触媒を保つ環状周辺領域を分離する実質的に軸方向の環状溝、
全体として無触媒であるセラミック材料で形成される上記空洞、および／または大気と連
通する上記芯を受け入れる空洞の上部を押すためのチャネルを備える。
【００４１】
【発明の実施の形態】
本発明は、全ての上記不利益を軽減するためになされ、昆虫および寄生虫、ならびに特に
ダニを駆除する方法を提案し、その方法は溶媒中のペルメトリンを含む殺ダニ組成物を拡
散する工程を含む。
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【００４２】
本発明によれば、上記方法は、溶媒中のペルメトリンおよびテトラメトリンを含む組成物
を、そのような溶媒が完全にガス状態になる様式で処理されるチャンバに拡散する方法で
ある。
【００４３】
そのため、殺ダニ作用を有する分子は、処理される体積にわたって均一に分布され、そし
て小さな隅や裂け目に入り込み、ダニのコロニーを含む全ての領域に作用する。
【００４４】
上記の方法は、使用することが簡単であり、あまり制限的ではない。特に、使用者は、部
屋に行ったり来たりすることができ、そしてその家具を自由に使用することができ、処理
操作と同時でさえ行うことができる。
【００４５】
さらに、拡散方法に関連する殺ダニ組成物は、可能である体積で実際に効果的であり、そ
れらの内容は、現在の組成物の濃度より十分低い重量濃度を有する殺ダニ組成物によって
完全に処理される。
【００４６】
この効果は、体積の治療処理、すなわち、すでに存在するダニのコロニーを撲滅するだけ
でなく、そのような体積の予防処理に適用され、繁殖可能な成体までダニの通常の成長を
制限することおよび外部から処理した体積に再導入され得るダニ（外部の再汚染）を撲滅
することの両方に役立つ。
【００４７】
従って、本発明は、少量の活性物質を使用すること、および殺ダニ組成物と殺ダニ組成物
を拡散方法との間の驚くべき相乗効果によって使用者の健康に危険がなく殺ダニ組成物を
拡散することの２つの利点が存在する。
【００４８】
使用される活性物質が少量であるために達成される安全性は、さらに比較的速く作用する
上記方法により向上される。
【００４９】
本発明の有利な変形において、約０．０５重量％から０．５重量％のペルメトリンが、約
０．０５重量％から０．５重量％のテトラメトリンとともに使用される。
【００５０】
有利な変形において、約０．１重量％から０．４重量％のペルメトリンが、約０．１重量
％から０．４重量％のテトラメトリンとともに使用される。
【００５１】
好ましい変形において、実質的に等しい割合のペルメトリンとテトラメトリンが使用され
、好ましくは両方とも等しく約０．２重量％である。
【００５２】
ピレトリノイドの量は、公知の拡散方法で一般的に使用される量より十分少ない。
【００５３】
本発明の方法は、使用者に対するわずかな二次効果しか引き起こさず、そして公知の方法
よりも十分低い毒性効果しか存在しない。
【００５４】
本発明の好ましい実施において、使用されるペルメトリンとテトラメトリンとを足した全
割合は、約０．１５重量％から０．８重量％であり、好ましくは約０．２重量％から０．
６重量％である。
【００５５】
本発明の中で使用されるピレトリノイドの総量は、先行技術より十分低く、そして実際の
効果を１／５に減らした重量濃度で達成することができる。
【００５６】
有利には、上記組成物は、触媒燃焼バーナーで拡散され、溶媒は燃料となり、例えばイソ
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プロピルアルコールからなる。
【００５７】
本発明はまた、昆虫および寄生虫、特にダニを駆除するための本発明の方法を実施するた
めの触媒燃焼フラスコの使用を提供し、上記フラスコは可燃性の組成物を入れるように適
合され、その首に固定されたカラー上に触媒燃焼バーナーを受け入れており、上記バーナ
ーは、下方への開口でありそして上記組成物に浸る芯を受け入れる実質的に軸方向の空洞
を備え、該バーナーは必要に応じて該バーナーの上面から延びそして無触媒であり蒸発領
域を形成する中央領域から触媒を保つ環状周辺領域を分離する実質的に軸方向の環状溝、
全体として無触媒であるセラミック材料で形成される上記空洞、および／または大気と連
通する上記芯を受け入れる空洞の上部を押すためのチャネルを備える。
【００５８】
本発明の他の利点および特徴は、限定されることのない例を与え、そして添付の図面を参
照した以下の記載から明らかになる。
【００５９】
図１は以下に記載する試験を行うために使用される種類の触媒燃焼フラスコ（ｃａｔａｌ
ｙｔｉｃ　ｃｏｍｂｕｓｔｉｏｎ　ｆｌａｓｋ）２を示す。
【００６０】
触媒燃焼フラスコ２は、可燃性組成物４を入れ、そしてその上端で触媒燃焼バーナー（ｃ
ａｔａｌｙｔｉｃ　ｃｏｍｂｕｓｔｉｏｎ　ｂｕｒｎｅｒ）　６を受け入れるように適合
され、上端は順に上記組成物に突っ込んでいる芯（ｗｉｃｋ）８を受け入れる。
【００６１】
フラスコ２は、バーナー６が取り付けられる首１０が存在する形状を提供する任意の形状
であればよい。
【００６２】
可燃性組成物４は、溶媒中のペルメトリンからなる。
【００６３】
一般に、溶媒は、アルコール類に属し、例えばイソプロピルアルコールであるが、実施さ
れる規制に適合したいかなる液体燃料からなってよい。上記液体燃料は、蒸発し、触媒燃
焼に供される場合に、不快な臭いを発生しないことが好ましい。
【００６４】
拡散操作は、加熱しながら溶媒を蒸発させることにより行う。
【００６５】
本発明の可燃性組成物４は、任意であり、また芳香を有してもよい。
【００６６】
芯８は、公知のいかなる芯であってもよく、例えば綿芯（ｃｏｔｔｏｎ　ｗｉｃｋ）　で
ある。上記芯はまた、無機材料からなっていてもよく、例えば鉱質繊維（ｍｉｎｅｒａｌ
　ｆｉｂｅｒ）　である。
【００６７】
図２に詳細に示すように、触媒燃焼バーナー６は、例えばカオリンをベースとする多孔質
セラミック材料からなるバーナーである。
【００６８】
触媒燃焼バーナーの底部６ａにおいて、バーナー６は、バーナー６に可燃性組成物４を供
給する芯８を受け入れるための実質的に軸方向の空洞１２を有する。上記空洞１２は、バ
ーナー６の底部端６ｃで開口しており、バーナー６の軸方向の大きさの大部分にわたって
軸方向に延びている。
【００６９】
バーナー６の上部６ｂは、例えば元素を分類するための周期表のＶＩＩＩ属に属する金属
をベースとする触媒を支持する環状周辺領域１４を有する。環状周辺領域１４は、蒸発領
域を形成する無触媒の中央領域１６を取り囲む。
【００７０】
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図２に示す例において、バーナー６は、少なくとも１つの開口チャネル１８を、大気と連
通する空洞１２の上部２０を押すバーナーの上部６ｂに有する。
【００７１】
この例において、つまり従来の様式では、バーナー６は、空洞１２の直径より大きな直径
で、バーナー６の上面２４から下方に延びる実質的に軸方向の環状の溝２２を有する。
【００７２】
従来の様式では、この環状の溝２２は、触媒を支持する環状周辺領域１４と上部６ｂの中
央領域１６との間を明らかな分離を提供する。
【００７３】
バーナー６は、図２に示すように、支持３０の補助的な肩２８によって受け入れられる周
辺肩２６を有する。
【００７４】
支持３０は、フラスコ２の首１０に直接挿入することができる。
【００７５】
通常、支持３０は、図２に概略的に示すように、カラー３４の中央穴３２に挿入され、カ
ラー３４は、フラスコ２の首１０に取り付けられるように適合される。
【００７６】
支持３０の主な効果は、バーナー６の使用者が支持３０およびバーナー６を押して、首１
０、カラー３４、支持３０、およびバーナー６の共通の軸３６上のカラー３４の正確な場
所に促すことである。
【００７７】
触媒バーナーと関連する他のフラスコ構造を用いるのを妨げることはなく；特に、国際特
許出願ＰＣＴ／ＦＲ　９９／００９３７号に記載される種々のフラスコは、本発明を有利
に実施することができる。
【００７８】
本実験において使用される試験チャンバは、殺虫エーロゾル（ＡＦＮＯＲ　７２－３２０
／ＢＳＩ　４１７３／ＣＥＢ　１３５ｂｉｓ）を試験するための現在の標準に従う。すな
わち、
３０ｍ３ 　 の体積を有し、滑らかで、洗浄可能で、試験する物質と関連する不活性（ガラ
スおよびポリウレタン樹脂型の不活性白色塗料）である壁を備える耐漏出性を有する平行
に備えられた長方形の形態の部屋；
試験する物質と関連する不活性である材料からなる床；ホワイトタイル
を備えている。
【００７９】
以下の装置が上記チャンバに備えられている：
光源から５０ｃｍで約１５００ルクスを与え、そして部屋に均一に分配する昼光型の蛍光
灯照明；
空気を乾燥し、取り替えるためのファンによって提供される任意の動的換気装置；上記換
気は全体でかつ自動であり、１２００ｍ３ 　 ／ｈの速度で操作する抽出器ファンにより提
供される；試験中は活動していない；そして
試験を通して維持される温度および相対湿度を与えるように調整された加熱装置と加湿装
置。
【００８０】
試験中の条件は、以下の通りである：２５℃±１℃、７０％±５％の相対湿度、および１
５００ルクスの照明。
【００８１】
チャンバは、できるだけ密閉した住宅型の部屋に相当するように装備され、そして以下を
備える：
３つの異なる高さの３つの１５ｃｍ幅の棚（床から２０ｃｍ、１００ｃｍ、および１５０
ｃｍ）；
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８０ｃｍの高さのローテーブルに相当する脚上のボード（０．５ｍ×１ｍ）；および
例えば戸棚の位置に相当する（１ｍの幅、１５ｃｍの側面のすき間、下から２０ｃｍ、天
井から１５ｃｍ）、部屋の角に垂直に保持された膨張ポリスチレン板。
【００８２】
以下に記載されそして記述された３つの組成物を連続して試験した：
組成物Ｉ：テトラメトリン　＋　ＰＢＯ
組成物ＩＩ：ペルメトリン　＋　テトラメトリン
組成物ＩＩＩ：ペルメトリン　＋　テトラメトリン　＋　ＰＢＯ。
【００８３】
試験した各組成物を、図１に示された型で、図２に関して記載したように触媒燃焼バーナ
ーに取り付けられたフラスコに入れた。
【００８４】
触媒燃焼が始まった後、フラスコを部屋に移動し、そして床の上の９０ｃｍの高さで部屋
の中央に置いた。
【００８５】
試験中の組成物は、約３０分の期間で触媒燃焼によって拡散され、拡散はその後中止した
。
【００８６】
次いで、２つの型のプロトコルを、組成物の各々について、第一に治療効果を評価するた
めに、そして第二に予防効果または残留効果を評価するために行った。
【００８７】
各組成物の治療効果を測定するために、試験中に組成物を３０分間拡散した後、１００匹
のダニをチャンバに入れた。その後、死んだダニの数を一定の間隔で測定し、その結果、
関連する死亡率を決定した。
【００８８】
予防効果および残留効果を測定するために、ある面積のカーペットを、試験中に組成物を
拡散する３０分の終わりにチャンバに入れ、それにより、治療効果を評価するためと同じ
処理に供した。上記カーペットは、触媒燃焼により試験中に組成物の拡散を中止した８日
後にチャンバから取り出した。決定された数の新たなダニを寄生させた後、上記の面積の
カーペットをチャンバ内に挿入し、その死亡率を一定の２４時間間隔で観察した。
【００８９】
上記試験は、ボルドーのＩｎｓｔｉｔｕｔ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　ｄｅ　ｌａ　Ｒｅｃｈｅ
ｒｃｈｅ　Ａｇｒｏｎｏｍｉｑｕｅ（ＩＮＲＡ）　の食料品虫およびダニ研究室（Ｆｏｏ
ｄｓｔｕｆｆ　Ｉｎｓｅｃｔ　ａｎｄ　Ａｃｒｉｄ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　）により供
給されたＤｅｒｍａｔｏｐｈａｇｏｉｄｅｓ　ｐｔｅｒｏｎｙｓｓｉｎｕｓダニに対して
行った。
【００９０】
試験中の組成物の各々について、処理を三回繰り返した。
【００９１】
さらに、試験のそれぞれに並行して、コントロールバッチを同様の取り扱いに供した。
【００９２】
試験の結果は、以下に、試験した組成物の各々について与える。
【００９３】
（組成物Ｉ）
組成物Ｉは、１．１６重量％のピペロニルブトキシド（ＰＢＯ）を有する０．４重量％の
テトラメトリンによりなり、残りはイソプロピルアルコールである。
【００９４】
得られた結果を以下の表１に示す。
【００９５】
【表１】
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【００９６】
（組成物ＩＩ）
組成物ＩＩは、テトラメトリンおよびペルメトリンを一緒に同一の量、すなわち０．２重
量％のテトラメトリンおよびペルメトリンによりなり、残りはイソプロピルアルコールで
ある。
【００９７】
得られた結果は、以下の表２のとおりである。
【００９８】
【表２】
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【００９９】
（組成物ＩＩＩ）
組成物ＩＩＩは、一緒にした０．４重量％のテトラメトリン、０．２重量％のペルメトリ
ン、および１．１６重量％の活性化剤、特にピペロニルブトキシド（ＰＢＯ）によりなり
、残りはイソプロピルアルコールである。
【０１００】
得られた結果は、以下の表３の通りである。
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【０１０１】
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１０２】
数値データは、試験番号１から３の各々について、それぞれ２４時間後、４８時間後、つ
いで７２時間後、そして１つの場合については６日後に観察された死んだダニの割合を示
し、これを以下のように測定した：
問題の組成物を３０分間拡散した最後に、治療効果を測定した：そして
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問題の組成物を拡散するのを中止してから、８日間の期間が経過した後まで、残留効果ま
たは予防効果を測定した。
【０１０３】
行われる全ての試験において、コントロールバッチおよびまたいわゆる「内部試験」（チ
ャンバが外部からの再汚染に供されることがないことを確かめるために行われる）は、低
いか全くない死亡率を示した。さらに、数値データは、１つの試験から他の試験まで非常
に均一であった。従って、上記試験は、結果を解釈するのに十分である。
【０１０４】
テトラメトリン（組成式がＣ１ ９ Ｈ２ ５ Ｏ４ である化合物）は、ペルメトリンのようなピ
レトリノイド類に属し、多くの飛ぶまたははう昆虫を殺すための試薬として知られている
。
【０１０５】
テトラメトリンがピペロニルブトキシドと一緒にされた組成物Ｉで得られる結果は、平凡
である：結果の治療効果は、上記組成物を拡散するのをやめた後、３日で４９％にすぎず
、６日間の終わりには８６％にすぎなかった。上記組成物を拡散するのをやめた後、死亡
率は１００％に達しなかった。残留効果または予防効果もまた平凡なものであった。
【０１０６】
従って、相乗させたにもかかわらず、テトラメトリンはダニを撲滅するのに特に効果的な
物質ではないようである。
【０１０７】
しかしながら、驚くべきことに、テトラメトリンはペルメトリンおよびＰＢＯを一緒にし
た場合、治療効果および予防効果の両方において、優れた結果を与えることがわかった。
【０１０８】
組成物ＩＩで行った試験は、触媒燃焼によって組成物を拡散するための本発明の方法が、
上記組成物の各々を拡散した３日後以来の顕著に効果的であることを示し、上記実験デー
タは、上記拡散後のチャンバ内に入る全てのダニを撲滅し、上記拡散の８日後に入れられ
るダニでさえ撲滅することを示す。
【０１０９】
さらに、上記結果は、組成物ＩＩおよびＩＩＩの各々で得られたデータを比較する場合、
特に驚くべきものとなる。
【０１１０】
組成物ＩＩは、まず、ＰＢＯ型の相乗剤（ペルメトリンを活性にするために非常に広く使
用される化学物質）を有しておらず、そしてテトラメトリンの量は、組成物ＩＩＩで使用
されるテトラメトリンの量と比較して半分であるが、優れた結果を与えた。
【０１１１】
３０ｍ３ 　 の体積を有する上記チャンバにおいて、１００％の治療効果が７２時間未満で
達成された；予防効果または残留効果は、８日間の期間で観察され、拡散されたペルメト
リンおよびテトラメトリンの総量は４０ミリグラム（ｍｇ）から７０ｍｇの範囲にある。
【０１１２】
従って、ペルメトリンおよびテトラメトリンの１．３３ｍｇ／ｍ３ 　 から２．３３ｍｇ／
ｍ３ 　 の範囲にある総量を拡散することが処理を提供し、そして８日間効果的であるとみ
なすことができる。
【０１１３】
より一般的には、チャンバを効果的に８日間処理するために、拡散されるペルメトリンお
よびテトラメトリンの総量は０．５ｍｇ／ｍ３ 　 から３ｍｇ／ｍ３ 　 の範囲にあり、有利
には１ｍｇ／ｍ３ 　 から２．５ｍｇ／ｍ３ 　 の範囲にあり、そして好ましくは１．５ｍｇ
／ｍ３ 　 から２ｍｇ／ｍ３ 　 の範囲にある。
【０１１４】
組成物ＩＩを拡散する場合に得られる結果もまた、殺ダニ組成物の型にＰＢＯ型の相乗剤
を加える必要がなく、従って非常に重要な産業的利点となることを示す。
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【０１１５】
それどころか、上記結果は、ペルメトリンとテトラメトリンとの間に実際の相乗作用が存
在することを示す。
【０１１６】
従って、特にペルメトリンおよびテトラメトリンを一緒にした組成物を、ダニを駆除する
ために一般に使用される上記組成物より十分低い非常に低い重量濃度で拡散するために触
媒燃焼を用いることは、上記組成物についての良好なおよび最適な拡散を達成するという
ことを理解することができ、体積に対する治療処理に適用するだけでなく、残留効果また
は予防効果によって測定されるような長時間の残留である処理を提供することに役立つ。
【０１１７】
ダニはまた、昆虫、特にハエより非常に強い耐性を示すとみなされる。
【０１１８】
従って、本発明の方法はまた、ハエおよび他の昆虫または寄生虫を駆除するための推奨さ
れる。
【０１１９】
この驚くべき結果は、ペルメトリンおよびテトラメトリンを一緒にした組成物を、特に良
好な様式で拡散される事実のためである。
【０１２０】
もちろん、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、多数の変更または改変が
本発明の範囲を越えない限りなされ得る。
【０１２１】
【発明の効果】
以上のように、本発明の昆虫および寄生虫、ならびに特にダニを駆除するための方法は、
溶媒中のペルメトリンを含む組成物を拡散する工程を含み、上記方法は、溶媒中のペルメ
トリンおよびテトラメトリンからなり、そして上記溶媒が完全にガス状態になる様式で拡
散される組成物を、処理されるチャンバに拡散する構成である。
【０１２２】
上記の構成によれば、上記の方法は、溶媒中のペルメトリンおよびテトラメトリンを含む
組成物を、そのような溶媒が完全にガス状態になる様式で、処理されるチャンバに拡散す
る方法である。
【０１２３】
そのため、殺ダニ作用を有する分子は、処理される体積にわたって均一に分布され、そし
て小さな隅や裂け目に入り込み、ダニのコロニーを含む全ての領域に作用する。
【０１２４】
上記の方法は、使用することが簡単であり、そしてあまり制限的ではない。特に、使用者
は、処理操作を行うのと同時に、部屋に行ったり来たりすることができ、部屋の家具を自
由に使用することができる。
【０１２５】
さらに、拡散方法に関連する殺ダニ組成物は、可能である体積で実際に効果的であり、そ
れらの内容は、現在の組成物の濃度より十分低い重量濃度を有する殺ダニ組成物によって
完全に処理される。
【０１２６】
この効果は、体積の治療処理、すなわち、すでにあるダニのコロニーを撲滅するだけでな
く、そのような体積の予防処理に適用され、繁殖可能な成体までダニの成長を制限するこ
とおよび外部から処理された体積に再導入され得るダニ（外部からの再汚染）を撲滅する
ことの両方に役立つ。
【０１２７】
従って、本発明は、少量の活性物質を使用すること、および殺ダニ組成物と殺ダニ組成物
を拡散方法との間の驚くべき相乗効果によって使用者の健康に危険がなく殺ダニ組成物を
拡散することの２つの利点が存在する。
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【０１２８】
使用される活性物質が少量であるために達成される安全性は、さらに比較的速く作用する
上記の方法により向上される。
【０１２９】
本発明の昆虫および寄生虫、ならびに特にダニを駆除するための方法は、上記の構成に加
えて、ペルメトリンを約０．０５重量％から０．５重量％の範囲内にある濃度で使用し、
そしてテトラメトリンを約０．０５重量％から０．５重量％の範囲内にある濃度で使用す
ることが好ましい。
【０１３０】
さらに、上記の方法は、上記の構成に加えて、ペルメトリンおよびテトラメトリンの同一
の濃度を使用することが好ましい。
【０１３１】
上記の構成によれば、ピレトリノイドの量は、公知の拡散方法で一般的に使用される量よ
り十分少ない。
【０１３２】
また、使用者に対するわずかな二次効果しか引き起こさず、そして公知の方法よりも十分
低い毒性しか存在しない。
【０１３３】
さらに、上記の方法は、上記の構成に加えて、ペルメトリンとテトラメトリンとを足した
全濃度が、約０．１５重量％から０．８重量％の範囲内にあることが好ましい。
【０１３４】
上記の構成によれば、使用されるピレトリノイドの総量は、先行技術より十分低く、そし
て実際の効果を、１／５に減らした重量濃度で達成することができるという効果を奏する
。
【０１３５】
さらに、上記の方法は、上記の構成に加えて、８日間のチャンバの効果的な処理のために
、ペルメトリンとテトラメトリンとの総量を、０．５ｍｇ／ｍ３ 　 から３ｍｇ／ｍ３ 　 の
範囲内で拡散することが好ましい。
【０１３６】
上記の構成によれば、ペルメトリンおよびテトラメトリンを一緒に非常に低い、ダニを駆
除するために共通に使用される組成物より十分低い重量濃度で拡散するために、残留効果
または予防効果によって測定されるような長時間残留する処理を提供することができると
いう効果を奏する。
【０１３７】
本発明の方法は、上記の構成に加えて、活性化剤を上記組成物に添加することが好ましい
。
【０１３８】
本発明の方法は、上記の構成に加えて、拡散操作を、加熱しながら溶媒を蒸発させること
によって行うことが好ましい。
【０１３９】
本発明の方法は、上記の構成に加えて、上記組成物を触媒燃焼バーナーで拡散し、上記溶
媒は可燃性であることが好ましい。
【０１４０】
上記組成物は、触媒燃焼バーナーで触媒燃焼することにより拡散され、触媒燃焼を使用す
ることは、上記組成物についての良好なおよび最適な拡散を達成することができるという
効果を奏する。
【０１４１】
本発明はまた、昆虫および寄生虫、特にダニを駆除するための本発明の方法を実施するた
めの触媒燃焼フラスコの使用を提供し、上記フラスコは可燃性の組成物を入れるように適
合され、その首に固定されたカラー上に触媒燃焼バーナーを受け入れており、上記バーナ
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ーは、下方への開口でありそして上記組成物に浸る芯を受け入れる実質的に軸方向の空洞
を備え、該バーナーは必要に応じて該バーナーの上面から延びそして無触媒であり蒸発領
域を形成する中央領域から触媒を保つ環状周辺領域を分離する実質的に軸方向の環状溝、
全体として無触媒であるセラミック材料で形成される上記空洞、および／または大気と連
通する上記芯を受け入れる空洞の上部を押すためのチャネルを備える構成である。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の方法を実施するために使用することができる触媒燃焼バーナー
に取り付けられたフラスコの概略の立面図である。
【図２】本発明の方法の好ましい実施における、図１に示したバーナー、バーナーのため
の支持、および支持を受け入れるために適したカラーの拡大概略の軸方向の断面図である
。
【符号の説明】
２　　触媒燃焼フラスコ
４　　可燃性組成物
６　　触媒燃焼バーナー
８　　芯
１０　首
１２　空洞
１４　環状周辺領域
１６　中央領域
１８　チャネル
２０　上部
２２　環状溝
２４　上面
３４　カラー
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